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厚生労働科学研究費補助金における利益相反への対応等の流れ（案）

（留意点等：○は厚生労働省側の、●は応募者側の対応等）

○ 応募した場合に提示すべき情報等を明確にする

公募 ○ 採択されない条件等を明確にする

○ 採用された場合に遵守すべき条件を明確にする

↓

● 研究者が、所属研究機関の長の承認を得た上で研究計画書を添付して応募

応募 ● 応募時に必要な情報を示し、条件を満たしている旨を宣明

↓

○ 書類審査により応募要件に合致しているか等事務的な確認

事前評価 ○ 評価委員会を開催し、採択課題を検討

↓

交付決定 ○ 交付を決定し、申請者に通知（不採択の場合も通知）

↓

● 主任研究者が補助金の交付申請書を提出する

交付申請 ● 外部資金等（注）に関する状況に変化があった場合にはその内容を説明

↓

交付 ○ 申請書の内容に基づき、厚生労働科学研究費補助金を交付

↓

研究 ● 外部資金等に関する状況が大きく変化した場合は報告

↓

● 成果を報告する

成果報告 ● 外部資金等に関する状況の変化等についても報告

注）外部資金の範囲を明確にする（寄付金、便宜供与、株式等）

注）指定型研究については、対応等の流れは異なる。

※ 各研究機関等における利益相反マネジメントを効果的に活用する

※ 疑義がある場合の事前相談を積極的に奨励する

1

TTGOQ
新規スタンプ

TTGOQ
新規スタンプ


